
平成2 1年8月3日 (月 )～ 9月3 0日 (水 )

対象商品
　農水産物や市内の資源を活用した"三浦らしさ "
を伝える加工食品で、市内で生産（水揚も含む） ・
製造されるもの。

応募資格
　市内に在住または所在し、主体的に商品開発を
行った事業者で、三浦ブランド商品認定事業者協
議会に加入し、共同販売促進活動に参加できる方。

応募方法
　所定の用紙に記載の上、必要書類を添付し、
三浦商工会議所にご提出下さい。
　申込用紙はホームページへ掲載しています。

　本市は、温暖な気候と首都圏の大消費地を控え
た立地条件等により、農業、漁業が盛んに行われ、
新鮮な農水産資源が豊富に扱われています。

　市外又は県・国外の廉価な商品が氾濫する中、
市外の市場への販路を拡大するためには、潜在力
の高い個々の産品の商品力を高め、安心安全性、
デザイン性など消費者ニーズに応え、市外製品に
対抗できる力を持つ、いわゆる「三浦ブランド化」
を図る必要があります。

　このため、地域産業資源としての海産物・農産
物等を利用して、観光土産や食品などの「三浦ブ
ランド商品」として開発､販売を行う事業者等に対
して、必要な支援を行うものです。

事業の審査
　応募のあったものについては、審査会に於いて、
審査を行います。

審査会開催時期
　平成2 1年 1 0月下旬 (予定 )

　審査基準・ ・ ・別に定める

商品の認定および発表
　審査会の審査結果に基づき、優秀なものを「三浦
ブランド商品」として認定し、発表します。
　平成2 1年 1 1月上旬 (予定 )

事業に対する支援等の概要

　三浦ブランド商品認定事業者協議会として各種

PR活動及び共同販売促進活動等を行います。

平成2 1年度共同販売促進活動例

・横浜かながわ屋 (常設 )

・キ ミサワ港南台SC店 (偶数月第2土日 )

・ 「 うら り 」内、販売拠点での一括販売

・ホームページによる一括販売
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